
報告事項 １ 

  

平成２９年６月定例県議会の概要について 

このことについて、平成２９年６月１９日から７月６日までの会期で開催され

た定例県議会における教育委員会所管分の質疑状況等について別紙資料に基づき

報告します。 

 

 

 

 

平成２９年７月１３日 

総 務 課 

 



 平成２９年６月定例県議会代表質問一覧 

 

自由民主党代表質問   飛  田  常  年 

  

５ 次代を担う人づくりについて 

教員の多忙化解消プランの推進について 

教員の多忙化解消プランに基づき、今後、どのような取組を進めていかれるのか、

教育長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

民 進 党 代 表 質 問   日  比  た け ま さ 

  

１ 産業育成で元気な愛知づくり 

（５）教員の多忙化解消プランについて 

特に長時間労働が顕著な市町村立小中学校の教員の多忙化解消に向け、県教

育委員会として、どのように市町村教育委員会と連携して、施策を展開してい

くのか、教育長のご所見を伺います。 
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平成２９年６月定例県議会 代表質問（６月２１日） 教育長答弁要旨 

自民党 飛田常年議員 

 

【質問要旨】 

５ 次代を担う人づくりについて 

教員の多忙化解消プランの推進について 

教員の多忙化解消プランに基づき、今後、どのような取組を進めていかれるのか、教

育長のご所見をお伺いいたします。 

 

【教育長答弁要旨】 

教員の多忙化解消に向けた取組についてお尋ねをいただきました。 

本年３月に策定した「教員の多忙化解消プラン」では、在校時間が月 80 時間を超え

る教員の割合を、平成 31 年度までにゼロにすることを目標に、在校時間管理の適正化、

業務改善に向けた学校マネジメントの推進、部活動指導に関わる負担の軽減、業務改善

と環境整備の４つの柱により取組を進めることとしております。 

こうした取組を進めるに当たって、まずは、教員の勤務実態を詳細に把握する必要が

ありますので、今年度は、小・中・高等学校各１校をモデル校として民間の業務改善コ

ンサルタントを派遣し、教員へのヒアリングや業務の洗い出しを行うことにより、今後

の業務改善の方策の実施につなげてまいります。 

また、多忙化の大きな要因でもあります部活動につきましては、暫定的に定めた休養

日の遵守を各学校に呼びかけるとともに、部活動の運営体制の在り方や学校種別ごとの

適切な練習時間の設定など、ガイドラインの策定に向け、具体的な検討を進めてまいり

ます。 

このほか、出退勤時間記録の電子化に向けた研究や、夏季休業中の学校閉校日の設定

についての検討など、プランに掲げた様々な取組を進めており、毎年度末に開催する

フォローアップ会議において、取組全体の効果の検証と内容の見直しを行うこととして

おります。 

教育委員会といたしましては、プランの取組を着実に推進することにより、各教員が

健康的に教育活動に従事できる環境を整え、質の高い教育を持続的に行っていくための

基盤づくりを進めてまいりたいと考えております。 
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平成２９年６月定例県議会 代表質問（６月２１日） 教育長答弁要旨 

民進党 日比たけまさ議員 

 

【質問要旨】 

１ 産業育成で元気な愛知づくり 

(5〉教員の多忙化解消プランについて 

特に長時間労働が顕著な市町村立小中学校の教員の多忙化解消に向け、県教育委員会

として、どのように市町村教育委員会と連携して、施策を展開されていくのか、教育長

のご所見をお伺いします。 

 

【教育長答弁要旨】 

市町村教育委員会と連携した、小中学校教員の多忙化解消に向けた施策の展開につい

て、お尋ねをいただきました。 

義務教育を担う小中学校の教員が、一人ひとりの子どもに丁寧に関わりながら、質の

高い授業や個に応じた指導を行っていくためには、教員の任命権者である県教育委員会

と学校の設置者である市町村教育委員会、そして各学校が、それぞれの役割を踏まえな

がら連携・協力して、教員の多忙化解消に向けた取組を進めていくことが大変重要であ

ると考えております。 

このため、今回のプランの策定に当たって、市町村教育委員会や学校関係者と十分な

協議を行うとともに、プラン策定後は、各市町村教育委員会が、県と基本的な認識を共

有しながら、それぞれの地域の実情にあった取組を主体的かつ計画的に進めるよう、働

きかけをしているところであります。 

県教育委員会の取組といたしましては、今年度、小・中・高等学校各 1 校で実施して

いるモデル事業の結果も踏まえつつ、県が実施する会議、調査、研究指定校の廃止や簡

素化を図るとともに、研修についても、教員を１か所に集めて行う集合研修の精選や、

ＩＣＴを活用した校内研修への移行を進め、研修参加者の負担軽減を図っていくことと

いたしております。 

また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、教員以外の専門ス

タッフの配置拡充に取り組み、「チーム学校」の実現を目指してまいりたいと考えてお

ります。 
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県教育委員会といたしましては、教員の多忙な現状を解消し、子どもたちと向き合う

時間をしっかり確保できるよう、市町村教育委員会と連携・協力しながら、着実に取組

を進めてまいります。 
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順 氏 名 会派 担当部局 担当課 備考

1 堀 嵜 純 一 自民 1 　

(1) 教育 義務教育課

(2) 教育 義務教育課

(3) 教育 義務教育課 知事答弁

2 警察

2 長 江 正 成 民進 1 建設

2 建設

3 総務

4 産労

3 石 井 拓 自民 1 健福

2 建設

4 岡 明 彦 公明 1

(1)

ｱ 教育 健康学習室

ｲ 県民 　

(2) 　 　

ｱ 健福 　

ｲ 健福 　

2 教育
高等学校教育課

教職員課

3 建設 　

5 石 塚 吾 歩 路 自民 1 防災

6 森 井 元 志 民進 1 健福

2 会計

　　　平成２９年６月議会一般質問一覧 2017/6/23

教育委員会総務課

質問項目

生徒指導上の諸問題の現状と施策について

生徒指導上の諸問題の状況等について

県としての対応について

「愛知の子」を育成していくための決意

「交番・駐在所再建強化計画」の検証について

水辺の緑の回廊について

県営住宅について

文書管理について

伝統的地場産業の振興策について

地域医療構想について

県営都市公園の整備について

若年者自殺予防対策について

学校における自殺予防対策について

教育委員会における自殺予防対策について

私立高校における自殺予防対策について

健康福祉部の取組について

部門間連携の取組について

教育委員会及び県民生活部との連携につい
て

教員研修のあり方及び学校現場における研修内
容の活用について

県営都市公園におけるトイレの洋式化とＡＥＤ
設置について

ゼロメートル地帯の防災･減災対策について

子宮頸がん対策について

愛知県証紙について
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順 氏 名 会派 担当部局 担当課 備考

　　　平成２９年６月議会一般質問一覧 2017/6/23

教育委員会総務課

質問項目

7 坂 田 憲 治 自民 1 警察

2 建設

3 農水

8 高 木 ひ ろ し 民進 1 　

(1) 健福 　

(2)

ｱ 教育 特別支援教育課

ｲ 教育 特別支援教育課

ｳ 教育 特別支援教育課

ｴ 教育 特別支援教育課

(3) 健福 　

2 警察

9 辻 秀 樹 自民 1 産労

2 　

(1) 教育 特別支援教育課

(2) 教育 特別支援教育課

(3) 教育 特別支援教育課

(4) 教育 高等学校教育課

10 田 中 泰 彦 自民 1 産労

2 　

(1) 振興 　

(2) 　 　

ｱ 教育
高等学校教育課

義務教育課

ｲ 教育 財務施設課

暴力団対策の取組方針について

出水期における洪水対策・土砂災害対策につい
て

名古屋競馬について

障害者の生活と教育の保障について

「施設から地域へ」の移行について

インクルーシブ教育について

特別支援学校の入学者、在籍者について

小中学校、高等学校に障害のある生徒数の
推移について

特別支援学校の入学児童生徒数が減少しな
い理由について

人的措置、予算措置について

障害者差別解消推進条例について

愛知県警察機動隊の沖縄派遣について

障がい者の雇用促進と職場定着支援について

特別支援教育の充実について

重複障害学級の設置について

特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許
状の所持率の向上について

ノーマライゼーションの実現について

高等学校における通級による指導に対する現
在の対応と今後の取組について

アジア諸国に対する経済連携の取組について

ＬＧＢＴについて

世界的なイベントを抱える愛知県の対応につ
いて

教育現場におけるＬＧＢＴの支援の取組につ
いて

教員の認識や理解を深めるための現在の取
組と今後の対応について

県立学校におけるＬＧＢＴ向けトイレの対
応について

-6-



順 氏 名 会派 担当部局 担当課 備考

　　　平成２９年６月議会一般質問一覧 2017/6/23

教育委員会総務課

質問項目

11 黒 田 太 郎 民進 1 健福

2 健福

3 健福

12 伊 藤 辰 矢 自民 1 産労

2 　

(1) 教育 高等学校教育課

(2) 政企 　

13 小 山 た す く 民進 1 建設

2

(1) 　 　

ｱ 教育 保健体育スポーツ課

ｲ 教育 保健体育スポーツ課

(2) 教育 　

ｱ 教育
義務教育課
財務施設課

ｲ 教育 義務教育課

14 寺 西 む つ み 自民 1 健福

2 政企

介護予防への取組について

アニマルセラピーへの取組について

口腔ケアの充実について

地場産業である窯業の振興について

アジア諸国との国際交流について

専門高校生海外インターンシッププロジェク
トについて

愛知のものづくりを支える留学生受入事業に
ついて

民間住宅を活用した公営住宅について

教員の多忙化解消プランと小学校英語教育の導
入について

児童自立支援施設「愛知学園」について

愛知県１５０年について

教員の多忙化解消プランについて

部活動の在り方について

部活動指導ガイドラインの策定について

小学校英語教育の導入について

英語の専科教員の加配やＡＬＴの増員につ
いて

教科としての外国語導入にかかる対応につ
いて
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平成２９年６月定例県議会 一般質問（６月２２日） 知事･教育長答弁要旨 

１番 自民党 堀嵜純一議員 

 

【質問要旨】 

１ 生徒指導上の諸問題の現状と施策について 

(1) 愛知県の小中学校における生徒指導上の諸問題の最新状況はどのようであり、県とし

てどのようにそれを分析しているのか。また、そうした県内の諸問題の状況やそれに対

応する施策をどのように市町村や学校現場に伝えているのか。 

(2) こうした、複雑化していく社会環境の中で、暴力行為やいじめ・不登校など、生徒指

導上の諸問題をなくしていくために、県として市町村の要望をしっかり把握した上で、

どのような施策を講じていくのか伺います。 

(3) 県として、しっかり『愛知の子』の健やかな成長を支援していく、大村知事のご決意

をお聞きします。 

 

【教育長答弁要旨】 

(1) はじめに、本県の生徒指導上の諸問題の最新の状況と、その分析等についてお答えを

いたします。 

全国のいじめや不登校、暴力行為をはじめとする問題行動等は増加傾向にあり、より

低年齢化が進むとともに、その要因は多様化、複雑化するなど、憂慮すべき状況が続い

ており、本県においても、対応すべき喫緊かつ重要な課題であります。 

議員から、文部科学省の「問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」による本県

及び全国の平成２６年度のデータをお示しをいただきましたが、平成２７年度の調査結

果が最新のものとなっておりますので、その数字を申し上げますと、本県の国・公・私

立の小中学校における不登校児童生徒数は９，２９２人、いじめの認知件数は１１，９

３２件となっており、また、暴力行為の発生状況については、小・中・高等学校合わせ

た数字となりますが、３，１５０件となっており、いずれもこれまでで最も多くなって

おります。 

こうした問題行動等の増加については、児童生徒が自己肯定感や自己有用感を持てな

いことや、児童生徒の家庭環境に問題があることなど、様々な要因が複合的に関わって

いるものと分析いたしております。 

また、いじめの認知件数の増加については、各学校において相談体制を整えたり、「学
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校いじめ防止基本方針」を策定するなど、早期発見に努めていることにもよるものと考

えております。 

県教育委員会といたしましては、こうした問題行動等の増加の状況やスクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーの設置、２４時間電話相談の開設などの県の施策

内容をまとめたリーフレットを毎年作成して、市町村教育委員会や小中学校長会等に配

付し、学校現場で活用できるようにいたしております。 

(2) 次に、生徒指導上の諸問題への対応についてお答えをいたします。 

県教育委員会といたしましては、市町村の抱える課題や要望をしっかりと把握した上

で、施策を講じていくことが大変重要であると考えております。そこで、小中学校への

訪問時や市町村教育委員会の学校教育担当指導主事会において、学校現場の実情や市町

村の要望を直接聞き取り、施策に反映するよう努めております。 

具体的な施策といたしましては、例えば、１学級を３５人とする少人数学級について

は、小学校第１学年及び２学年に加え、市町村の強い要望を受け、平成２１年度から本

県独自に中学校第１学年においても実施してきたところであります。 

また、国の定数改善を活用して、不登校等の解決にあたる児童生徒支援対応教員の増

員にも努めており、平成２９年度は、前年より３人増の１５６人を配置いたしておりま

す。 

同じく市町村からの要望の強いスクールカウンセラーについては、平成１９年度から

全中学校に配置をしております。また、不登校などの低年齢化が進んでいることを踏ま

えて、平成２７年度からは、小学校にも４校に一人の割合で配置をし、全校に対応でき

るようにしております。さらに、中学校生活にうまく適応できず、中学校１年生で不登

校になる生徒が多い現状を解決したいという市町村の要望に応じて、本年度から新たに、

一人のスクールカウンセラーが小中学校で継続して支援をし、児童生徒の心の不安を取

り除くことができるように小中連携型配置を３５の中学校に導入したところです。 

また、児童生徒の心理面からだけでは解決が難しい事案が増加しているとの市町村か

らの声を受けて、児童生徒の家庭環境に働きかけるスクールソーシャルワーカーの設置

に対する補助制度を平成２８年度に新設し、今年度は、２８年度の９市町から１４市町

に補助を拡大してきております。 

今後も地域の要望を丁寧に把握しながら、それに応える施策を充実させ、市町村教育

委員会と連携して、生徒指導上の諸問題への対応を進めてまいりたいと考えております。 
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【知事答弁要旨】 

 堀嵜純一議員の質問のうち、愛知の子どもたちの健やかな育成について、私からもお答

えいたします。 

私は常々、子どもたちは社会の宝でありまして、愛知の未来を託す子どもたちを健やか

に育んでいくのは、私たち大人の責務であると考えております。 

現在の教育現場は、不登校、いじめや暴力行為等の問題行動を始め、外国人児童生徒や

障害のある児童生徒の増加、学習指導要領の改訂への対応、教員の多忙化など、様々な課

題に直面をしております。 

そこで、教員が一人一人の子どもに向き合い、その指導に一層専念できるよう、教員以

外の多様な専門性をもつスタッフの学校への配置や、家庭・地域・学校が連携・協働し、

地域ぐるみで子どもを育てる体制の充実などに力を入れて取り組んできたところでありま

す。 

「日本一元気な愛知」の礎となるのは「人づくり」でありまして、子どもたちの健やか

な育成は何よりも重要であります。今後も愛知の教育に関わる方々と力を合わせ、全ての

人々が活躍し、「人が輝く」愛知をつくってまいりたいと考えております。 
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平成２９年６月定例県議会 一般質問（６月２２日） 教育長答弁要旨 

４番 公明党 岡 明彦議員 

 

【質問要旨】 

１ 若年者自殺予防対策について 

(1) 学校における自殺予防対策について 

ア 本年度以降、県教育委員会は自殺対策の取組をどう進めようとしているか。教育現

場での自殺予防対策の均てん化を図るとともに、教師が自信を持って予防教育がで

きるよう、生徒・児童向けＤＶＤ等の新たな教材をつくるつもりはないかお尋ねし

ます。 

 

【教育長答弁要旨】 

 若年者自殺予防対策のうち、教材の作成を含めた今後の取組についてお答えいたします。 

近年、自殺者総数が減少する中で、若者の自殺者数は横ばいを続けており、また、改正

自殺対策基本法の趣旨からも、学校における自殺予防対策の充実・強化は、喫緊の課題で

あると認識いたしております。 

そこで、今年度、新たな取組として、中学校及び高校における自殺予防教育の指導者育

成を目的とした講習会を５月３０日に開催し、自殺予防教育に積極的に取り組んでいる高

校の実践報告や、専門家による講義を行いました。 

また、中・高校生の自殺は長期休業明けに急増する傾向がありますので、この７月に、

困難な事態に直面したり強い心理的負担を受けた場合の対処方法や具体的な相談先等を示

した自殺予防啓発リーフレットを、県立高校生全員に配付することといたしております。 

このリーフレットは、議員からもお示しのありましたとおり、大学教授、臨床心理士、

教員など専門家のチームが、平成２７年度に１年間協議を重ねて作成したものであり、こ

れまで、教員研修等で繰り返し取り上げてまいりました。 

今後、自殺予防教育を進めていく上で、このリーフレットを教材として使用し、教員が

自らの言葉で生徒に語りかけることが効果的であると考えております。 

そこで、リーフレットを用いた指導のポイントをまとめた資料や生徒に視覚的に訴える

スライド資料を早急に作成し、教員が自信を持って授業やホームルーム等で活用できるよ

うにしてまいります。 

学校における自殺予防教育は、生徒たちが長い人生を歩んでいく上で、今後出会うかも
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しれない困難や悩みを乗り越えていくためにも大切でありますので、引き続きしっかりと

取り組んでまいります。 
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平成２９年６月定例県議会 一般質問（６月２２日） 教育長答弁要旨 

４番 公明党 岡 明彦議員 

 

【質問要旨】 

２ 教員研修のあり方及び学校現場における研修内容の活用について 

多様化する教育現場を取り巻く諸課題に対応するべく、本県の管理職や教員の現状を

俯瞰したうえで、子どもたちの成長や安心・安全に資する教員研修を、どのように機能

的かつ有機的に体系化し、学校現場で有効活用できるものとしていかれるのか。 

 

【教育長答弁要旨】 

次に、今後の教員研修のあり方についてお答えいたします。 

近年、学校現場では、教員の大量退職、大量採用等の影響によって、年齢構成や経験年

数の不均衡が生じ、経験豊富な教員から若い教員への知識や技能の継承が難しくなるなど、

教員を巡る環境が大きく変化をいたしております。 

また、発達障害のある児童生徒や、日本語能力が十分に身に付いていない外国人児童生

徒への対応、さらには、いじめや不登校、自殺の防止など、教育課題が複雑化・多様化し

ております。こうした状況に対応していくためには、教員に求められる資質・能力を踏ま

えて、教員研修の全体を再構築する必要があるものと考えております。 

そこで、平成２９年４月の教育公務員特例法の改正も踏まえ、５月に県内の教職課程を

もつ大学等を加えた、教員の資質向上に関する協議会を設置し、本年度内を目途に、本県

の教員がキャリアステージに応じて身に付けるべき資質・能力を示す教員育成指標を策定

するとともに、この指標に基づいた研修計画を作成する予定としております。 

この新たな研修計画の策定に当たっては、これまで、県総合教育センターや教育委員会

事務局の各課が行ってきた各種研修を整理・精選し、全体の体系化を図るとともに、学校

現場が直面している教育課題に、より的確に対応した研修内容となるよう改善して、研修

の成果が学校現場にしっかりと生かされるようにしてまいりたいと考えております。 
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平成２９年６月定例県議会 一般質問（６月２３日） 教育長答弁要旨 

８番 民進党 高木ひろし議員 

 

【質問要旨】 

１ 障害者の生活と教育の保障について 

(2) インクルーシブ教育について 

ア 本県における特別支援学校入学者、在籍者の推移はどうか。 

イ 地域の小中学校に在籍している障害児・生徒の数、および高等学校に在籍してい 

る障害のある生徒の数は、どう推移しているか。 

ウ 学校教育法施行令の改正（２０１３年）によって、「障害の有無にかかわらず、 

地域の公立小学校への就学（入学）が基本」と転換されたはずだが、特別支援学校 

の入学者が減らないのはなぜか。 

エ 地域の小学校で学ぶ障害のある子どもたちを支援するために、県教委としてどの 

ような人的配置、予算措置をとっているのか。 

 

【教育長答弁要旨】 

ア インクルーシブ教育について４点お尋ねいただきました。 

まず、本県における特別支援学校の入学者、在籍者の推移についてでございますが、

学校教育法施行令が改正された平成２５年度以降の推移を申し上げますと、小中学部に

おいては入学者が７５０人前後、在籍者が３，５００人前後でいずれも微減、高等部で

は入学者が約１，１００人から１，２００人、在籍者は約３，３００人から３，７００

人へといずれも増加傾向となっております。 

イ 次に、小中学校に在籍している障害のある児童生徒の数、及び高等学校に在籍してい

る障害のある生徒の数の推移についてでございます。 

地域の小中学校に在籍し、障害により特別な支援を受けている児童生徒数の推移で申

し上げますと、特別支援学級に在籍する児童生徒数は、平成２５年度の８，６３９人か

ら平成２８年度は１０，２９２人に、また、通常の学級に在籍しながら必要に応じて特

別の場で授業を行う通級による指導を受けている児童生徒数は、２５年度の３，３１８

人から２８年度の４，４７７人になっており、合わせまして１１，９５７人から１４，

７６９人へと２，８１２人増加いたしております。 

また、県立高校におきましては、保護者から特別な支援が必要であると申し出のあっ
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た生徒数でみてみますと、平成２５年度の６４７人から２８年度は７４８人へと１０１

人増加いたしております。 

ウ 次に、学校教育法施行令改正後の特別支援学校への入学者数が減少しない理由につい

てであります。 

平成２５年の学校教育法施行令の改正によって、就学先の決定については、本人・保

護者の意向を尊重することがより明確にされるとともに、障害の状態や教育的ニーズな

どを踏まえた総合的な観点に立って行われることとなりました。 

そこで、市町村教育委員会では、従来の「就学指導委員会」を「教育支援委員会」に

切り替え、本人・保護者の意向をより尊重し、実情に応じて、適切に教育支援や就学事

務を行っているところでございます。 

その結果、本人に適した学びの場として公立小学校へ就学し、通常の学級に在籍しな

がら通級による指導を受けている児童は、平成２５年度の３，０６８人から２８年度は 

４，０８２人へと１，０１４人増加しており、通常の学級の中でも障害の状況に応じた

指導を受けている児童が増えております。 

一方で、特別支援学校における一人一人に応じた指導や小学部から高等部までの一貫

した指導、卒業後の就労に向けた充実した支援体制などから、特別支援学校を選択され

る方も一定数おられます。 

県教育委員会といたしましては、今後とも本人・保護者の意向を十分尊重しつつ、本

人に適した学びの場に就学できるよう、市町村教育委員会を指導・助言してまいります。 

エ 最後に、小中学校で学ぶ障害のある児童生徒への人的配置、予算措置についてであり

ます。 

小中学校における障害のある児童生徒への支援をより充実していくためには、まず何

よりも教員のさらなる専門性の向上を図ることが不可欠でありますことから、これまで

管理職や特別支援教育コーディネーターを対象に行ってきた研修を、平成２７年度から

は通常の学級の担任に対しても年間５６０人規模で開催してきております。 

また、特別支援学級につきましては、障害種に応じきめ細やかな指導ができるよう、

平成２７年度からは小学校で、２８年度からは中学校で、該当する児童生徒が１人でも

いれば設置できるよう制度の見直しをいたしました。その結果、今年度までの３年間で

小学校では４３５学級、中学校では７８学級の学級増となり、そのための担当教員を増
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員いたしております。 

また、通級指導担当教員につきましても、今年度、小中学校合わせて２３３人を配置

し、対前年で２０人の増員を図っております。  

さらに、各小中学校で行う医療的ケアのための看護師配置についても、平成２８年度

から新たに補助制度を創設し、２９年度は１１市町を支援しているところでございます。 

県といたしましては、こうした教員や看護師等の人的配置のさらなる充実のための財

政措置を引き続き国に要請しつつ、小中学校で学ぶ障害のある児童生徒一人一人の教育

的ニーズに対応したきめ細やかな指導・支援に努めてまいりたいと考えております。 

-16-



平成２９年６月定例県議会 一般質問（６月２３日） 教育長答弁要旨 

９番 自民党 辻 秀樹議員 

 

【質問要旨】 

２ 特別支援教育の充実について 

 (1) 幼児児童生徒の安心安全と教育の充実のため、適正な重複障害学級の設置や教員等

の配置が求められるが、本県の今後の考え方について伺う。 
(2) 特別支援学校教諭免許の保有率向上に向けて、本県はどのような年次計画を策定し、

平成３２年度までにどのように、おおむね全ての特別支援学校の教員が免許状を所持

することを目指していくのか伺う。 
(3) 県立高等学校と特別支援学校との交流・共同学習の拡充等によるノーマライゼー

ションの実現について、今後、他地区においてどのように取り組む考えか伺う。 

(4) 高等学校における通級による指導の制度化に対する現在の対応と今後の取組につ

いて伺う。 

 

【教育長答弁要旨】 

(1) 特別支援教育の充実について４点お尋ねをいただきました。まず、重複障害学級の

設置についてお答えをいたします。 

特別支援学校は視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由及び病弱の５つの障害

種別に幼児児童生徒を受け入れておりますが、通常は、小中学部は６人、高等部は８

人で１学級を編制するところ、複数の障害を併せ有する児童生徒を受け入れる重複障

害学級では、３人で１学級を編制することで、よりきめ細やかな指導をしているとこ

ろでございます。 

重複障害のある児童生徒は年々増加しており、また障害の状態も多様化してきてい

るため、平成２７年度から、新たに聾学校高等部に重複障害学級を設置することに加

え、盲学校、聾学校及び肢体不自由特別支援学校において、中学部３年時に重複障害

学級に在籍した生徒全員が、高等部でも重複障害学級に在籍できるようにするなど、

重複障害のある児童生徒への指導を充実させてまいりました。 

平成２９年度におきましては、小学部、中学部及び高等部を合わせて、前年度より

１３学級増の３８８学級を設置いたしております。 

今後とも児童生徒の実態に基づいた重複障害学級を設置してきめ細やかな指導がで

きるよう、学校とも連携を図りながら引き続き努力をしてまいりたいと考えておりま
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す。 

(2) 次に、特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許状の保有率の向上についてであ

ります。 

議員からもお示しがありましたとおり、平成２８年度において、本県公立特別支援

学校教員３，１２０人のうち、当該障害種の免許状を保有している教員の割合は６３．

２％であり、全国平均の７５．７％を下回っている状況でございます。 

特別支援学校教員については、免許法附則において、例えば小学部で小学校教諭免

許状を保有していれば、当分の間、特別支援学校教諭等免許状がなくても教えることが

できることとされておりますが、県といたしましては、より専門性の高い教育を行うた

め、当該学校教諭等免許状を保有しているべきであると考えております。 

そこで、未保有の教員全てに対し、取得に向けた計画を提出させることとし、県が

行っている認定講習や大学の公開講座などを受講して当該障害種の免許状を早期に取

得するよう強く指導するとともに、愛知教育大学を始め県内の大学に現職教員に対する

公開講座の拡充を要請するなど、取得しやすい環境づくりにも努めております。 

こうした現職教員に対する免許状取得の促進に加え、本年度実施する特別支援学校

の新規採用教員の選考試験においては、当該免許状を保有していない場合は、採用後３

年を目処として、免許状を取得することを新たな要件といたしました。さらに平成３２

年度実施の採用選考試験からは、当該免許状の所有を受験資格とするということをすで

に公表いたしております。 

教育委員会といたしましては、これらの取組を通じて、平成３２年度までに全ての

特別支援学校教員が特別支援学校教諭等免許状を保有することを目指してまいります。 

(3) 次に、県立高等学校と特別支援学校との交流及び共同学習の拡充等によるノーマラ

イゼーションの実現についてお答えをいたします。 

本県では、議員が訪問されました半田特別支援学校桃花校舎と桃陵高校の他、豊川

特別支援学校本宮校舎と宝陵高校において、特別支援学校の分校が高校に併設されてい

る利点を生かし、生徒同士が一緒に調理実習や介護実習の授業を受けたり、体育大会な

どの行事を一緒に行ったりすることで積極的な交流を図っております。 

また、平成２６年４月に田口高校内に豊橋特別支援学校の分教室として山嶺教室を

開設し、それまで長時間通学をしていた北設楽郡の生徒の通学負担を解消すると同時に、

日常的な生徒同士の関わりにより、ノーマライゼーションの実現も果たしております。 
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こうした高等学校に併設した分校や分教室の交流及び共同学習だけではなく、県内

全ての特別支援学校において、近隣の小中学校や高等学校等との間で、音楽活動や制作

活動、体験活動などの授業や児童会・生徒会、部活動などを通じて、交流及び共同学習

を行っております。 

例えば、名古屋聾学校では、機械科の生徒が週に二、三日愛知工業高校に通い、工

業高校の設備を使った専門的な実習を行うなど、昭和４８年から連携教育を続けており、

互いに交流を深めております。来年度からは、愛知工業高校の閉校に伴い愛知総合工科

高校との間で、引き続き連携教育を行っていくことといたしております。 

教育委員会といたしましては、今後も特別支援学校と地域の小中学校や高等学校と

の交流及び共同学習をさらに充実してまいりたいと考えております。 

(4) 次に、高等学校における通級による指導の制度化に対する現在の対応と今後の取組

についてお答えをいたします。 

学校教育法施行規則が改正され、平成３０年度から、高等学校においても、通常の

学級に在籍しながら必要に応じて特別な場で授業を行う通級による指導ができること

となります。 

本県では、これに先立ち、今年度から２年間にわたり県立高校１校を研究指定校と

して、通級による指導の円滑な導入に向けた研究を進めております。 

この研究指定校においては、特別支援教育に関する専門的知識を有する教員を配置

した上で、発達障害のある生徒を対象に、コミュニケーションスキルを高めることを目

的とした独自の科目を設定して、効果的な指導方法や評価方法の研究に取り組んでおり

ます。 

今後は、この指定校における研究の成果と課題を検証し、地域のバランスを考慮し

つつ、複数の県立高校で通級による指導を導入してまいりたいと考えております。 
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平成２９年６月定例県議会 一般質問（６月２３日） 教育長答弁要旨 

１０番 自民党 田中泰彦議員 

 

【質問要旨】 

２ ＬＧＢＴについて 

(2) 教育現場におけるＬＧＢＴの支援の取組について 

ア  教職員のＬＧＢＴについての認識と理解を深めるために、どのような取組をされて

いるのでしょうか。今後の対応も含めてお伺いします。 

イ 県立学校における、ＬＧＢＴの方々にも安心して使用していただける「誰でもトイ

レ」、「第三のトイレ」などと呼ばれるトイレの設置に対する考え方と今後について、

どのようにお考えか伺います。 

 

【教育長答弁要旨】 

ア まず、教職員のＬＧＢＴについての認識や理解を深めるための取組と今後の対応につ

いてお答えをいたします。 

 ＬＧＢＴの児童生徒については、自分を否定的にとらえたり、集団から孤立しがちで

あったりすることから、児童生徒一人一人の心情や保護者の意向に配慮した支援が必要

であると考えております。そのためには、議員ご指摘のように、教職員がＬＧＢＴに対

する正しい認識をもち、理解を深めることが重要であります。 

 そこで、教育委員会では、各学校に対し、ＬＧＢＴの児童生徒について、自認する性

別での制服等を認めたり、修学旅行などの宿泊を伴う行事の際に一人部屋を用意したり、

入浴時間を配慮したりするなど、一人一人の状況に応じたきめ細かな対応に努めるよう

指示するとともに、初任者研修をはじめ管理職や養護教諭等を対象とした研修の中で、

ＬＧＢＴを人権教育における重要課題の一つに位置付け、教員の理解を深めるよう努め

ております。 

今後も、一層の研修の充実に努めるとともに、昨年、文部科学省が作成した教職員向

けのパンフレットのさらなる活用を促すことなどにより、教職員のＬＧＢＴに対する理

解を一層深め、ＬＧＢＴの児童生徒への適切な支援につなげてまいりたいと考えており

ます。 

イ 次に、県立学校におけるＬＧＢＴの児童生徒向けトイレの設置についてでございます。 

ＬＧＢＴの児童生徒向けのトイレにつきましては、平成２７年４月の文部科学省通知
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において、当該児童生徒への支援の事例の一つとして、「職員トイレや多目的トイレの利

用を認める」ことが示されております。本県では、多目的トイレについて、これまで、

耐震改修工事や大規模改造工事の際に整備を進めてきており、現在、県立学校において、

約７割の学校で設置済みとなっております。 

引き続き、多目的トイレが未設置となっている学校への整備を進めるとともに、ＬＧ

ＢＴの児童生徒が利用しやすい環境づくりについても配慮してまいりたいと考えており

ます。 
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平成２９年６月定例県議会 一般質問（６月２３日） 教育長答弁要旨 

１２番 自民党 伊藤辰矢議員 

 

【質問要旨】 

２ アジア諸国との国際交流について 

(1) 「専門高校生海外インターンシッププロジェクト」では、どのような取組が行われ、

どのような成果につながっているか、また、今後の取組についてお伺いする。 

 

【教育長答弁要旨】 

「専門高校生海外インターンシッププロジェクト」についてお答えいたします。 

このプロジェクトは、県立高校の専門学科等で学ぶ生徒を県内の企業が多数進出してい

る東南アジアに派遣し、現地事業所でのインターンシップや学生との交流などを通して、

国際感覚を身に付けた産業人材を育成することを目的とし、平成２７年度から実施いたし

ております。平成２７年度はシンガポールとマレーシアに各４名、平成２８年度はタイに

８名の高校生を派遣しております。 

現地事業所でのインターンシップでは、グローバル社会における製品流通の仕組みや、

技術指導員等として海外赴任する日本人の役割などについて、実体験の中で学んでおりま

す。また、現地の高校や大学を訪問し、互いの学校生活や将来の進路、自国の文化等につ

いて英語で意見交換したり、現地の大学生に案内してもらいながら地域文化等を学ぶ「ブ

ラザー＆シスタープログラム」に取り組んだりするなどの交流を図っております。 

プロジェクトに参加した生徒は、帰国後に実施した、生徒や教員を対象とした発表会に

おいて、国際社会で活躍するために必要な知識や技術を学んだだけでなく、アジアの国々

で日本人が活躍する姿を見たり、現地に進出している日本の企業が果たしている役割を理

解したりすることで、グローバル社会で活躍したいという思いを一層強くしたなどの報告

をしております。 

今年度は、本県との関係が深まりつつあるベトナムに８名の高校生を派遣し、日本の自

動車部品メーカーや大型ショッピングセンターでインターンシップを行うとともに、現地

の大学生や高校生との交流も引き続き行っていく予定といたしております。 

教育委員会といたしましては、このプロジェクトを通して、本県の高校生に成長著しい

アジア諸国の産業や文化を肌で感じさせることにより、広い視野と国際舞台で活躍する気

概をもった有為な人材の育成に努めてまいります。 
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平成２９年６月定例県議会 一般質問（６月２３日） 教育長答弁要旨 

１３番 民進党 小山たすく議員 

 

【質問要旨】 

２ 教員の多忙化解消プランと小学校英語教育の導入について 

(1) 教員の多忙化解消プランについて 

ア 学校教育における部活動の位置付けや今後の在り方について、どのように考えて 

いるのかお尋ねします。 

イ 愛知県の部活動指導ガイドラインの策定について、どのような手順で、どのような

内容を盛り込んでいこうと考えているのかお尋ねします。 

(2) 小学校英語教育の導入について 

ア 小学校の外国語活動及び教科としての外国語の導入により、教員の負担増が予想さ

れるが、県教育委員会は、英語の専科教員の加配や市町村のＡＬＴの増員についてど

のような対応を行うのか伺う。 

イ 教科としての外国語の導入について、不安を持っている教員は多いが、県教育委員

会としてどのような対応を行うのか伺う。 

 

【教育長答弁要旨】 

(1)ア まず、学校教育における部活動の位置付けや今後の在り方についてお答えいたしま

す。児童生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、学習指導要

領において、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯

感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環であると位置付けられております。 

また、部活動は、教員と児童生徒が学業とは異なる活動を通して触れ合い、児童生

徒の生きる力の育成や、心身の成長と豊かな学校生活の実現につながるなど、重要な

役割を果たしているものと考えております。 

部活動の今後の在り方につきましては、医・科学的な知見や効率的な練習方法を取

り入れた指導を広く普及させるとともに、外部指導者の活用や地域で支える体制を整

えるなどの工夫により、教員や児童生徒にとって過度な負担とならない持続可能な教

育活動としていくことが重要と考えております。 

イ 次に、部活動指導ガイドラインの策定についてでございます。 

現在、スポーツ庁では、平成２９年度末の公表を目途に、スポーツ医・科学の観
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点や学校生活等への影響を考慮した練習時間や休養日の設定を含む「運動部活動の在

り方に関する総合的なガイドライン」の検討が進められております。 

県教育委員会といたしましては、国のガイドラインの検討状況を踏まえつつ、平

成３０年度のできるだけ早い時期に、教員の多忙化解消プランに基づく取組の一つと

して、文化部も含めた「部活動指導ガイドライン（仮称）」を策定してまいります。 

今後、各学校や市町村教育委員会に対しまして、部活動への参加状況や朝練習の

活動状況など、部活動指導に関する実態調査を行った上で、教育委員会事務局のワー

キンググループにおいて検討作業を進め、今年度内に中間とりまとめを行う予定とし

ております。 

このガイドラインにおいては、学校や部活動の実態及び地域の実情に応じた指導

体制や、小・中・高の学校種別ごとの指導の重点目標や留意点、適切な活動時間や休

養日の設定、外部指導者の活用方法、熱中症やスポーツ障害などの防止策等について

示してまいりたいと考えております。 

県教育委員会といたしましては、こうした取組を通して、部活動が、教員や児童

生徒の負担にも十分配慮し、より効果的で有意義な教育活動となるよう努めてまいり

ます。 

(2)ア 続きまして、小学校の英語教育導入についてのお尋ねのうち、まず、英語の専科教

員の加配やＡＬＴの増員への対応についてお答えをいたします。 

グローバル化が進展する中で、子どもたちに、国際共通語である英語によるコミ

ュニケーション能力を身に付けさせ、世界で活躍できる人材を育むことは極めて重

要であると考えております。 

しかしながら、学校現場では、議員御指摘のとおり、英語を指導することへの教

員の不安や、授業時間数が増加することへの対応が課題となっていることは承知い

たしております。 

このため、本県では、国の加配定数を活用し、地域の英語教育のリーダーとなる

専科教員の配置を進めており、平成２９年度は、前年度の４市から１０市に拡大し

て配置をしております。この専科教員は、研修会の講師やカリキュラムの開発をす

るなど、有効に活用されておりますので、国に対しまして引き続き加配定数の拡充

について、要請してまいりたいと考えております。 

また、外国語指導助手、いわゆるＡＬＴにつきましては、授業のアイデアを提供

したり、ネイティブの発音を児童に触れさせたりするなど、英語の指導に慣れない
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小学校教員を補助する、心強い存在であると認識いたしております。ＡＬＴの配置

に要する経費については、市町村に地方財政措置がなされておりますので、国に対

して、その拡充を要望することにより、ＡＬＴの増員が図られるよう、市町村の取

組を支援してまいりたいと考えております。 
 (2)イ 最後に、教科としての外国語導入への対応についてお答えいたします。 

小学校における英語教育においては、担当する教員が自信をもって子どもと向き

合えるように、一人一人の英語の指導力を向上させることが大切であります。 

そこで、県教育委員会では、小学校３、４年生における外国語活動及び小学校５、

６年生における教科としての外国語科の導入を見据え、平成２７年度から５年計画

で、「英語指導力向上研修」を実施し、県内各小学校で英語教育の中核となる教員の

養成に取り組んでおります。 

この研修を受講した中核教員が、それぞれの小学校の校内研修において、英語に

よる授業の進め方や英語の絵本や歌の効果的な活用方法など、研修で学んだことを

還元することで、全ての小学校教員の英語指導力の向上を図ってまいりたいと考え

ております。 

また、県総合教育センターにおいて、本年７月から、インターネットで受講でき

る「小学校英語の基礎講座」を開設し、希望する教員全員が受講できるようにして

まいります。 

さらに、学識経験者やＰＴＡ関係者、市町村教育長等で構成する愛知県義務教育

問題研究協議会では、昨年度より２年間かけて、小学校における外国語活動及び外

国語科の授業の在り方について研究に取り組んでおり、今年度中には、各小学校の

校内研修で活用できる英語の授業の実践事例集を作成し、県内の全ての小学校に配

付してまいります。 

今後、これらの取組を通して、小学校教員の英語指導力の向上と不安の解消に努

めてまいりたいと考えております。 
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平成２９年６月定例県議会文教委員会(６月２９日) 

 

○議案審査（２件） 

第 91 号議案 

愛知県立学校条例の一部改正について 

第 97 号議案 

   訴えの提起について 

 

【議案質疑】 

  な  し 

 

【一般質問】 

神戸 健太郎 委員（自民党） 

 ○教員の多忙化解消について 

  ・策定の経緯、今後の予定 

・多忙化解消に向けた取組 

「教員の多忙化解消プラン」は、昨年１１月に「教員の多忙化解消プロジェクト

チーム」から出された提言を踏まえ、本年３月に策定したものであり、このプラン

では、平成３１年度までに在校時間が８０時間を超える教員の割合をゼロにするこ

とを目標としている。今後、校長等の管理職が各教員の在校時間を正確に把握でき

るような仕組みづくりや、校長のリーダーシップの下、学校が業務改善についての

具体的な目標を立て、業務改善を組織的・継続的に進めていけるような体制づくり、

部活動指導のあり方の見直しや教員以外の専門スタッフ等の活用などの取組を進め

ていく。 

 

 

中村 すすむ 委員（民進党） 

 ○教員の多忙化解消について 

  ・教員の在校時間管理の適正化 

・業務改善と環境整備に向けた取組 

  ・部活動指導の負担軽減 

・学校教育と家庭教育の役割 

 



特に中学校では、平成２８年１１月の在校時間が月８０時間を超える者は、３８．

６％を占めており、この３年間は４０％弱で推移している。今後は、教職員による

記録や集計事務の負担軽減と、管理職が客観的な記録に基づいて各教員の在校時間

等を随時確認が可能となるような方法を考えていきたい。 

学校給食費の会計処理については、公会計、私費会計のどちらにするかは、各地

方自治体の裁量に委ねられているが、例えば、岡崎市では平成２４年度から学校給

食費の徴収業務を教育委員会が実施することとし、一定の効果を上げていると聞い

ているので、県教育委員会としては、岡崎市の事例や他県の先進事例をしっかり紹

介していきたい。 

部活動指導の負担軽減の課題としては、①学校種における適切な活動時間や休養

日の設定と周知及び着実な実施、②部活動指導員を始めとした外部の人材や予算の

確保、③大会等を主催する団体等との協議による大会の規模・スケジュールや教員

の関わり方の見直し、④総合型地域スポーツクラブの育成などが挙げられる。 

学校と家庭が果たすべき役割は、本来明確であるべきだが割り切れない部分もあ

るので、ケースに応じて対応せざるを得ない。学校から家庭や地域の皆様にも協力

を求めながら、子どもの健全育成に努めていきたい。 

 

 

西久保 ながし 委員（民進党） 

 ○愛知総合工科高等学校専攻科について 

  ・社会人講師の現在の状況及び今後の取組 

・デュアルシステム及びＴ＆Ｅサポーターズ 

技術・技能のある人材は企業にとっても必要な人材であり、常勤での派遣は困難

であった。一方、常勤の指導者１名の代わりに３名程度の非常勤の指導者を招き、

結果的に多様な分野の専門的な指導が行えるという良い面もある。専門科目指導者

の専任や登用は、指定管理法人の業務であるが、県としても人材の確保に協力して

いきたい。 

デュアルシステムについて、専攻科２年生では全てのコースを対象に１０月から

３か月にわたり実施。６月１日から企業の採用選考が始まっており、１０月には就

職先が内定している生徒が多く、原則、内定先企業において実施する予定。Ｔ＆Ｅ

サポーターズについては、現在は８０社まで増加しているが、今後も登録数を増や

していく必要があると考えている。 

 

 

 

 

 

 



神戸 洋美 委員（自民党） 

 ○ＪＩＣＡ（青年海外協力隊）の派遣について 

  ・現職教員の選考方法及び志望動機 

・派遣経験の還元 

・派遣による教員の処遇 

本県では、派遣を希望する現職教員を募集し、書類と面接により選考し、毎年１

０名を上限に文部科学省に推薦しているが、今年も２０名の応募があり、４月の選

考審査により既に１０名を文部科学省に推薦しており、グローバル人材の育成が叫

ばれる中、まずは自分自身が国際感覚を身につけた教員になりたいという者が多い。 

帰国後は、自分の担当する授業や教育活動の中で、現地の写真や具体的な物を教

室に持ち込んで授業をしたり、現地の文化や風土を紹介したり、経験談を披露する

者もいる。 

派遣期間中の教職員は、派遣されるときに保有していた身分及び職をそのまま保

有し、条例の規定により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当が、１

００％支給され、現地での生活費はＪＩＣＡが負担する。 

 

 

谷口 知美 委員（民進党） 

 ○学校における講師不足について 

  ・講師不足の現状の認識と取組 

  ・講師不足に対する今後の取組 

大量退職後の大量採用による産休・育休を取る若い世代の教員の増加や、初任者

研修後補充のための非常勤講師の増加など、より多くの講師が必要になっており、

その確保について学校が苦労していることも認識している。 

教育委員会のＨＰで、財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団の教員人材銀行や

教育事務所への登録方法を紹介している。また、教員採用試験の願書に「愛知県内

公立学校への講師任用に関する情報提供希望の有無」を記入させており、採用試験

に不合格となった者については、県立学校志願者の場合は教員人材銀行への登録を

勧め、公立小中学校志願者の場合は各教育事務所が人事担当会議において講師情報

の共有化を図っている。さらに、採用試験補欠合格者には、次年度の教員採用試験

で一次試験を免除とし、常勤講師として３年の勤務経験を有する者には、一次試験

を免除とするなど、正規教員を希望する者でも、講師を続ける環境づくりに努めて

いる。 

教職がより魅力的な職業となり、優秀な人材の採用、講師を確保する仕組みづく

りに取り組みたい。 

 

 



小林 功 委員（自民党） 

 ○高等学校の統合等について 

  ・新城東高校と新城高校の統合 

  ・学校施設の維持修繕 

長期的な観点で中学生の数の推移という要素や、その地域における学校の位置、

配置、どういう学科のどういう学校を置くかなど、総合的に考慮しながら構想し、

学校配置を考えているが、今回の統合については、地元の市町村、教育委員会から

普通科を残してほしいという強い要望を踏まえ、新しい総合学科では、新城東の普

通科を継承し、上級学校への進学にも十分対応できる数学や英語などの共通教科を

中心に学ぶ「文理系」と、新城高校の専門学科を継承する「専門系」という二つを

併せ持つ新しいタイプの全日制の総合学科としている。 

これまでに総合学科を設置した学校ではプレゼンテーションルームやゼミ室、実

習室等を整備しており、今回もこれまでの対応に沿って必要となる教室の整備を検

討している。老朽化への対応については、経年劣化が進んでいる箇所も見受けられ

る点や再編整備により統合される学校である点も考慮しながら、学校の要望を踏ま

え、スケジュールも含めて検討していきたい。 

維持修繕については、築３０年を経過した時点で大規模改造工事を実施してきた

が、平成１５年度以降は、耐震対策を最優先とすることとし、耐震改修工事に合わ

せて屋上防水や外壁改修などを実施してきた。耐震改修の必要がない建物には、築

３０年以上を経過しても大規模改造工事が未実施となっている建物も生じているこ

とが今の課題である。 

今後は、旧耐震基準で建築された建物で耐震性能に問題がなく、大規模改造工事

が未実施となっている建物のうち、特に老朽化が著しく一刻も早い改修が必要な３

４棟については、今年度から３年間で大規模改造工事を実施していく。また、３４

棟以外の建物についても、「県立学校施設長寿命化計画に関する基本方針」におい

て、大規模改造工事を最優先に行う建物に位置付けており、３０年度を目途に策定

する「県立学校施設長寿命化計画」において具体的な実施計画を策定していく。 

 


